
２００６年（平成１８年）１月３０日町 田 市 議 会 だ よ りNo.１５９（５）

意見書・決議（要旨）�意見書・決議（要旨）�
議員提出議案�

第４回定例会では意見書３件・決議１件を可決し、
議長名で関係行政庁へ提出しました。

要旨は次のとおりです。

　

都
市
再
生
機
構
は
平
成
一
五
年

通
常
国
会
国
土
交
通
委
員
会
「
都

市
再
生
機
構
法
案
」
可
決
の
際
の

附
帯
決
議
を
全
面
実
現
す
る
よ
う

次
の
三
点
に
つ
い
て
意
見
書
を
提

出
す
る
。
一
、
団
地
居
住
者
の
生

活
実
態
を
見
て
も
、
来
年
四
月
に

予
定
さ
れ
て
い
る
家
賃
改
定
に
際

し
継
続
家
賃
の
値
上
げ
は
見
合
わ

せ
る
こ
と
。
二
、
低
所
得
高
齢
者

等
へ
の
家
賃
減
免
措
置
を
拡
充
し
、

子
育
て
世
帯
に
居
住
支
援
策
を
講

ず
る
こ
と
。
三
、
独
立
行
政
法
人

都
市
再
生
機
構
は
、
衆
・
参
両
院

の
附
帯
決
議
を
遵
守
し
、
高
齢
化

と
収
入
低
下
が
厳
し
い
居
住
者
の

生
活
安
定
を
図
る
た
め
の
万
全
の

措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
二
件
あ
て

公
団
家
賃
の
値
上
げ
見
合
わ

せ
、
居
住
の
安
全
を
図
り
、

国
会
決
議
の
全
面
実
現
を
求

め
る
意
見
書

　

こ
の
記
事
は
記
事
を
書
い
た
人

物
が
特
定
議
員
に
質
問
し
、
そ
の

回
答
を
転
載
し
た
と
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
複
数
の
議
員
名
と
政
治
ス

タ
ン
ス
が
書
か
れ
、
外
部
圧
力
で

ス
タ
ン
ス
が
変
更
さ
れ
る
か
の
様

に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
政
治
家
が

ど
の
様
に
評
論
さ
れ
よ
う
と
自
由

で
す
が
、
事
実
に
基
づ
く
べ
き
で

す
。
町
田
市
議
は
外
部
圧
力
で
政

治
ス
タ
ン
ス
を
変
え
る
こ
と
な
く

自
分
の
考
え
と
議
論
の
結
果
に
従

い
結
論
を
出
し
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
前
記
特
定
議
員
は
「
私
の
文

章
で
は
な
い
」
と
話
し
て
お
り
記

事
は
捏
造
に
よ
っ
て
複
数
の
議
員

に
悪
評
を
立
て
名
誉
を
陥
れ
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
議
会
と
し
て

看
過
で
き
な
い
事
態
で
す
。

ネ
ッ
ト
掲
示
板
の「
議
会
及
び

議
員
を
冒
�
す
る
」
掲
載
に

対
し
、
善
処
を
求
め
る
決
議

　

国
土
交
通
省
は
、
去
る
一
一
月

一
七
日
建
築
設
計
事
務
所
が
マ
ン

シ
ョ
ン
な
ど
の
設
計
に
必
要
な
耐

震
性
に
か
か
わ
る
構
造
計
算
書
を

偽
造
し
て
い
た
と
発
表
し
た
。
そ

の
後
政
府
は
一
二
月
六
日
、
関
係

閣
僚
会
議
で
支
援
策
を
決
定
し
た

が
、
住
民
に
と
っ
て
は
従
前
と
建

替
え
後
の
マ
ン
シ
ョ
ン
と
二
重
の

ロ
ー
ン
を
負
う
な
ど
生
活
再
建
と

い
う
点
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
指

摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

よ
っ
て
町
田
市
議
会
は
、
構
造

計
算
書
偽
造
問
題
の
徹
底
的
な
原

因
究
明
と
被
害
住
民
に
対
す
る
生

活
支
援
対
策
を
積
極
的
に
取
り
組

む
こ
と
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ

る
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
四
件
あ
て

構
造
計
算
書
偽
造
問
題
に
対

す
る
住
民
居
住
者
へ
の
適
切

な
対
応
と
再
発
防
止
を
求
め

る
意
見
書

　

平
成
一
七
年
第
四
回
定
例
会
に

は
一
二
件
の
請
願
が
提
出
さ
れ
、

継
続
と
な
っ
て
い
た
三
件
と
あ
わ

せ
て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
結
果
、

一
〇
件
が
採
択
、
二
件
が
不
採
択
、

三
件
が
継
続
審
査
と
な
り
ま
し
た
。

　

詳
細
は
次
の
と
お
り
で
す
。

不　
　

採　
　

択

継　

続　

審　

査

採　
　
　

択

　

◎
葬
儀
場
建
設
に
対
す
る
条
例

等
の
制
定
や
行
政
指
導
の
請
願

　

意
見
―
可
能
な
限
り
願
意
に
沿

う
よ
う
努
力
さ
れ
た
い
。

　

◎
容
器
包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
処

理
業
務
事
業
に
関
す
る
請
願

　

意
見
―
願
意
に
沿
う
よ
う
努
力

さ
れ
た
い
。

　

◎
町
田
市
小
山
ヶ
丘
廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
圧
縮
処
理
施
設
建
設
計
画

の
再
考
を
求
め
る
請
願

　

意
見
―
願
意
に
沿
う
よ
う
努
力

さ
れ
た
い
。

　

◎
小
山
ヶ
丘
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

中
間
処
理
施
設
建
設
計
画
の
見
直

し
を
求
め
る
請
願

　

意
見
―
願
意
に
沿
う
よ
う
努
力

さ
れ
た
い
。

　

◎
小
山
ヶ
丘
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

中
間
処
理
施
設
建
設
計
画
の
凍
結

を
求
め
る
請
願

　

意
見
―
願
意
に
沿
う
よ
う
努
力

さ
れ
た
い
。

　

◎
３
・
３
・
７
号
線
及
び
７
・

５
・
２
号
線
に
係
る
諸
問
題
の
早

期
解
決
と
事
業
の
推
進
を
求
め
る

請
願

　

意
見
―
願
意
に
沿
う
よ
う
早
急

に
対
処
さ
れ
た
い
。

　

◎
公
団
家
賃
の
値
上
げ
見
合
わ

せ
、
居
住
の
安
全
を
図
り
、
国
会

決
議
の
全
面
実
現
を
求
め
る
意
見

書
提
出
に
つ
い
て
の
請
願

　

◎
小
川
一
六
〇
〇
番
台
付
近
に

公
園
設
置
を
求
め
る
請
願

　

意
見
―
借
地
等
を
含
め
設
置
に

　

◎
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
に
四
年
生

以
上
の
児
童
の
受
け
入
れ
を
求
め

る
請
願

　

◎
町
田
市
立
陸
上
競
技
場
小
学

生
・
中
学
生
の
使
用
料
無
料
化
と

高
校
生
の
使
用
料
減
額
を
求
め
る

請
願

　

◎
学
校
選
択
制
を
希
望
す
る
バ

ス
通
学
生
へ
の
「
通
学
費
補
助
金
」

対
象
拡
大
を
求
め
る
請
願

　

◎
木
曽
山
崎
セ
ン
タ
ー
を
市
民

セ
ン
タ
ー
に
格
上
げ
す
る
請
願

　

◎
木
曽
森
野
セ
ン
タ
ー
に
「
ひ

ま
わ
り
窓
口
」
の
設
置
を
求
め
る

請
願

向
け
て
願
意
に
沿
う
よ
う
努
力
さ

れ
た
い
。

　

◎
「
子
ど
も
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

の
〈
親
が
働
く
こ
と
を
支
え
る
〉

こ
と
の
実
現
の
た
め
に
町
田
市
が

さ
ら
に
努
力
す
る
こ
と
を
求
め
る

請
願
」

　

◎
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
中
間
処
理

施
設
に
関
す
る
請
願

　

意
見
―
願
意
に
沿
う
よ
う
努
力

さ
れ
た
い
。

　

平
成
一
七
年
第
三
回
定
例
会
に

お
い
て
採
択
さ
れ
た
請
願
に
つ
い

て
、
市
長
か
ら
処
理
経
過
及
び
結

果
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

野
津
田
公
園
に
「
き
つ
ね
は

ら
っ
ぱ
冒
険
遊
び
」
の
存
続

を
願
う
請
願

　

現
在
、
野
津
田
公
園
軟
式
野
球

場
の
実
施
計
画
を
進
め
て
お
り
ま

す
。
「
き
つ
ね
は
ら
っ
ぱ
冒
険
遊

び
」
の
要
望
を
踏
ま
え
、
請
願
者

及
び
関
係
団
体
と
の
協
議
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、

実
施
設
計
の
進
捗
状
況
に
応
じ
て

別
途
調
整
し
て
い
く
予
定
で
す
。

町
田
市
に
お
け
る
ワ
ン
ル
ー

ム
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
に
対
す

る
条
例
制
定
の
請
願

　

本
案
件
の
「
ワ
ン
ル
ー
ム
マ
ン

シ
ョ
ン
建
設
に
対
す
る
条
例
化
」

に
つ
い
て
は
、
ワ
ン
ル
ー
ム
マ
ン

シ
ョ
ン
に
限
定
し
た
条
例
化
で
な

く
現
在
の
「
中
高
層
建
築
物
に
関

す
る
指
導
要
綱
」
の
見
直
し
、
条

例
化
す
る
こ
と
で
の
検
討
を
始
め

ま
し
た
。
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※
継
続
審
査
と
な
っ
た
請
願
に
つ

い
て
は
議
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、

議
会
構
成
が
変
更
に
な
り
、
議
会

の
同
一
性
が
失
わ
れ
る
た
め
、
三

月
八
日
ま
で
に
議
会
の
議
決
が
な

い
場
合
は
廃
案
と
な
り
ま
す
。

南
つ
く
し
野
三
丁
目
す
ず
か

け
台
駅
前
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設

に
関
し
、
「
南
つ
く
し
野 

環
境
維
持
に
伴
う
地
元
住
民

等
と
の
協
調
に
つ
い
て
の 

覚
書
」
が
履
行
さ
れ
る
こ
と

を
求
め
る
請
願

　

本
案
件
の
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
に

あ
た
っ
て
は
、
「
町
田
市
住
み
よ

い
街
づ
く
り
条
例
」
に
基
づ
き
、

近
隣
説
明
会
及
び
事
業
者
と
近
隣

住
民
、
地
元
自
治
会
の
協
議
が
二

〇
〇
五
年
七
月
三
一
日
、
八
月
一

九
日
、
九
月
一
〇
日
、
九
月
一
七

日
、
一
〇
月
一
日
、
一
〇
月
二
三

日
と
継
続
し
て
実
施
さ
れ
、
南
つ

く
し
野
自
治
会
と
事
業
者
に
お
い

て
は
一
〇
月
二
六
日
、
近
隣
住
民

と
事
業
者
に
お
い
て
は
一
〇
月
二

九
日
に
協
議
成
立
の
報
告
書
が
市

に
提
出
さ
れ
て
地
元
と
事
業
者
の

合
意
が
成
立
し
ま
し
た
。

雨
水
対
策
を
講
ず
る
よ
う 

求
め
る
請
願

　

平
成
一
七
年
一
〇
月
二
四
日
に

地
元
自
治
会
役
員
と
現
地
に
て
立

会
い
を
行
い
、
請
願
内
容
の
確
認

を
行
い
ま
し
た
。

　

今
後
、
関
係
地
権
者
と
協
議
を

行
い
、
雨
水
排
水
処
理
の
対
策
を

検
討
（
横
断
グ
レ
ー
チ
ン
グ
の
設

置
・
側
溝
蓋
の
取
替
え
）
し
て
施

行
す
る
予
定
で
す
。

請
願
の

請
願
の

審
査
状
況

審
査
状
況


